
　

高
齢
者
、障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
が
地

域
で
い
き
い
き
と
過
ご
せ
る
よ
う
、地
域

住
民
が
運
営
す
る
サ
ロ
ン
活
動
に
対
し
て

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

·
5
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
市
内
在

住
の
方
が
半
数
以
上

·
地
域
の
集
会
所
や
公
民
館
な
ど
で
高

齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
に
向

け
た
活
動
を
月
1
回
以
上
、
お
お

む
ね
2
時
間
以
上
実
施　
な
ど

▼
補
助
額（
加
算
に
は
条
件
あ
り
）

·
基
礎
補
助
額

　
　
上
限
4
8
，
０
０
０
円
／
年

·
利
用
者
数
加
算

　
　
10
〜
20
人
未
満　
5
0
0
円
／
月

　
　
20
人
以
上　
1
，
０
０
０
円
／
月

·
開
催
回
数
加
算

　
　
月
3
回
以
上　
5
0
0
円
／
月

▼
受
付
期
限

6
月
28
日
㈮

▼
申
請
方
法　
市
役
所
3
階
福
祉
課
、吉

川
支
所
健
康
福
祉
課
、各
市
立
公
民
館
、

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
る
申
請
書
類
を
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
福
祉
課
▲ ホームペ
　ージはこ
　ちら

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
活
動
に
補
助
金
を
交
付

補助金

▲ ホームページ
　はこちら

　
ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
ト
活
動
を
行
う
団

体
に
対
し
て
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

　
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
お
よ
び
そ
の
家

族
が
集
ま
る
場
の
提
供
や
相
談
な
ど
を

実
施
す
る　
な
ど

▼
募
集
期
間

5
月
31
日
㈮
ま
で

▼
補
助
額

　
月
1
回
実
施　
上
限
7・5
万
円
／
年

　
月
2
回
以
上
実
施　
上
限
15
万
円
／
年

▼
申
請
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

申
請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
福
祉
課

ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
支
援

補助金

▲ ホームページ
　はこちら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
が
決
定

〈表1〉 保険料率
均等割額 所得割率 賦課限度額

令和6・7年度 52,791円 11.24% 80万円
(参考)令和4・5年度 50,147円 10.28% 66万円

保険料の計算方法

※ 1　 総所得金額等…収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除
額、必要経費）を引いた金額

※2　 上記「●保険料率の激変緩和措置」の①に該当する場合の所得割率は
10.32%、②に該当する場合の賦課限度額は73万円が適用されます。

均等割額

52,791円

所得割額
(総所得金額等※1－43万円)
×所得割率11.24%※2

＋ ＝
保険料額（年額）

（上限80万円）※2

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
決
め
る
基

準
で
あ
る
保
険
料
率（
均
等
割
額
と
所
得
割

率
）を〈
表
1
〉の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

個
人
ご
と
の
保
険
料
額
に
か
か
る
決
定

通
知
書
は
7
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

●
保
険
料
率
の
激
変
緩
和
措
置

　

急
激
な
増
額
を
緩
和
す
る
た
め
、次

に
該
当
す
る
方
は
、令
和
6
年
度
に
限

り
記
載
の
料
率
を
適
用
し
ま
す
。

　
①
総
所
得
金
額
等
※
１
か
ら
基
礎
控
除

額
43
万
円
を
差
し
引
い
た
額
が
58
万

円（
年
金
収
入
2
1
1
万
円
相
当
）以

下
の
方・・・・・所
得
割
率
10・32
%

　
②
昭
和
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
お
よ
び
令
和
７
年
３
月
31
日
ま

で
に
障
害
認
定
に
よ
り
資
格
を
取
得

し
た
方・・・・賦
課
限
度
額
73
万
円

問
(市)
医
療
保
険
課

　

令
和
３
年
12
月
議
会
に
お
い
て
国
保
健
全
化
計
画

に
基
づ
き
令
和
６
年
度
税
率
を
決
定
し
て
い
ま
し
た

が
、昨
年
度
に
引
き
続
き
、計
画
策
定
時
点
に
は
想
定

し
て
い
な
か
っ
た
県
に
よ
る
基
金
や
剰
余
金
の
一
部

投
入
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、収
支
均
衡
と

な
る
よ
う
、表
2
の
と
お
り
税
率
を
改
正
し
ま
し
た
。

　

な
お
、令
和
6
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通

知
書
は
6
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問
(市)
医
療
保
険
課

国保

国
民
健
康
保
険
税
率
が
決
定

後期高齢
者医療

　
公
益
的
な
社
会
貢
献
に
係
る
分
野
に
お

い
て
、今
年
度
中
に
自
主
的
な
活
動
を
12

回
以
上
行
う
団
体
の
立
ち
上
げ
な
ど
に
対

し
て
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
団
体（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が

定
め
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

①
立
上
げ
支
援
型　

設
立
2
年
未
満

（
4
月
1
日
時
点
）で
今
ま
で
に
支
援

金
を
受
け
て
い
な
い
、ま
た
は
、立

ち
上
げ
支
援
型
支
援
金
を
2
回
ま
で

受
け
た
こ
と
が
あ
る
団
体

②
協
働
型　
市
と
共
催
事
業
を
行
う
予

定
の
あ
る
団
体

▼
補
助
額

①
1
回
目　
10
万
円

　
　
　
　
　
　
2・3
回
目　
5
万
円

　
　
　
　
　
②
対
象
経
費（
総
額
）の
2
分
の
1

▼
受
付
期
間

4
月
2
日
㈫
〜
5
月
31
日
㈮

▼
申
請
方
法　

市
役
所
2
階
市
民
協
働

課
、各
市
立
公
民
館
、市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
市
民
協
働
課

市
民
活
動
団
体
に
支
援
金
を
交
付

補助金
　

農
業
の
新
た
な
担
い
手
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、障
が
い
の
あ
る
方
の
働
く
場
を

確
保
す
る
た
め
、農
業
者
が
市
内
の
福
祉

事
業
者
な
ど
へ
農
作
業
を
委
託
す
る
場
合

の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象　
農
業
を
営
む
個
人・
団
体・
法
人
で
、

市
内
に
住
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
者

▼
補
助
額　

委
託
費
用
の
2
分
の
1（
上

限
5
万
円・千
円
未
満
切
り
捨
て
）

▼
募
集
期
間

5
月
31
日
㈮
ま
で

問・申
請
(市)
農
業
振
興
課

農
業
と
福
祉
の
課
題
解
決
を
め
ざ
す
農
業
者
を
支
援

農業者
支援

　

令
和
元
年
7
月
の「
農
業
用
た
め
池
の

管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
」施
行
と
、

県
の「
た
め
池
保
全
条
例
」の
改
正
に
基
づ

き
、全
て
の
農
業
用
た
め
池
で
届
出
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
。

　

新
年
度
の
役
員
変
更
な
ど
に
よ
り
、管

理
者
お
よ
び
所
有
者
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
は「
た
め
池
変
更
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
農
地
整
備
課

た
め
池
管
理
者
が
変
わ
っ
た
ら
届
出
を

ため池

▲ ホームページ
　はこちら

▲ ホームページ
　はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ

健　
　
康

相　
　
談

子
育
て

教
室・講
座

募　
　
集

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

〈表2〉 令和5・6年度の税率
区分 R5年度 【改正前】

R6年度
【改正後】
R6年度

基礎課税分
(医療分)

所得割 7.2％ 9.1％ 7.5％
均等割 31,000円 38,500円 32,000円
平等割 20,000円 26,000円 21,000円

後期高齢者
支援金分

所得割 2.9％ 3.0％ 3.0％
均等割 12,000円 12,000円 13,000円
平等割 8,000円 8,000円 8,000円

介護納付金
課税分

所得割 2.7％ 2.8％ 2.7％
均等割 14,000円 14,000円 14,000円
平等割 7,000円 7,500円 7,000円

1人あたりの平均課税額 99,800円 121,000円 105,000円
所得割：世帯の所得金額に応じて算定する割合
均等割：国保加入者1人あたりの金額
平等割：1世帯あたりの金額
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